
報酬料金表

①　相続税申告書の作成

下記の基本報酬、遺産総額報酬、加算報酬、複雑事案報酬の合計

基本報酬 100,000         

遺産総額報酬

遺産の総額 報酬額
５０００万円未満 200,000         
７０００万円未満 350,000         
１億円未満 600,000         
３億円未満 850,000         
５億円未満 1,100,000       
７億円未満 1,350,000       
１０億円未満 1,700,000       
１０億円以上 1,800,000       
１億円増すごとに　10万円を加算

加算報酬 遺産総額報酬×共同相続人の数×10％

複雑事案報酬 遺産総額報酬＋加算報酬を上限とする。

②　物納申請に係る報酬

物納申請税額 報酬額
１億円未満 500,000         
５億円未満 700,000         
５億円以上 900,000         
５億円増すごとに　20万円を加算

③　延納申請に係る報酬

延納申請税額 報酬額
１億円未満 100,000         
５億円未満 150,000         
５億円以上 200,000         
５億円増すごとに　５万円を加算

※金額は全て消費税抜価額 相続税 恩田泰臣税理士事務所
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